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意見公募によって提出いただいた意見及び反映結果

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

意見の内容に着目し，これを考慮した市（実施機関）の考え方を掲載しています。

※類似の意見に対しては，まとめて市（実施機関）の考え方を掲載したものがある場合は，意見

項目数と一致しません。

※詳細は別紙のとおり。

施 策 案 の 名 称 第10期取手市高齢者福祉計画・第9期取手市介護保険事業計画

意 見 募 集 期 間 令和６年１月１５日から令和６年２月１４日まで

意 見 提 出 者 数 １人

提 出 意 見 数 ２件

意 見 項 目 数 ２件

意 見 提 出 の 内 訳

直接窓口へ持参 １人 ２件

郵 送 人 件

フ ァ ク ス 人 件

電 子 メ ー ル 人 件

意 見 の 反 映 結 果

Ａ 案に反映させたもの（反映・修正箇所がわかるもの

を添付）
件

Ｂ 意見の趣旨が既に案に盛り込まれているもの ２件

Ｃ 今後の取り組みにおいて参考にするもの 件

Ｄ 案に反映できないもの 件

Ｅ その他（感想・賛否のみなど） 件

匿 名 等 に よ る

意 見 提 出 者 数
０人
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提出された意見と市の考え方

番号
該 当

ページ
意見 市（実施機関）の考え方

反映

区分

１ P13

取手市

の介護

保険事

業の状

況

①取手市の65歳以上の要介護認定

率は、令和5年で15.0％と全国的に

みても低い割合となっている。202

3年11月時点での茨城県全体の要介

護認定率が15.6％（全国1位）であ

ることから県での取手市の位置は

比較的良い状態と言える。ちなみ

に、大阪（22.6％）や京都（21.

8％）のように、20％以上になって

いないことによって、介護保険料

を納めている我々取手市民にとっ

ては、経済負担が少なく、良い結

果となっている。何故、茨城県や

取手市が、他県と比べ、要介護認

定率が大幅に低いのか、その要因

の解明が待たれる。一方、計画書

では、要介護認定率は令和8年度、

17.1％、令和22年度、19.6％と増

加が見込まれている。要介護認定

者数も、令和5年度、5,614人、令

和8年度、6,197人、令和22年度に

は、6,745人と絶対数でも増加傾向

となっている。これに対応して、

介護給付費も7,789百万円（令和5

年度）から10,144百万円（令和22

年度）と大幅増加である。おおよ

そ毎年2～3億円の増加が見られ

る。他方において、令和5年度に発

表された「国立社会保障・人口問

題研究所」のデータでは、取手市

の人口は、2025年（令和7年度）10

1,460人であるが、2040年（令和22

年）には、86,995人と推測されて

いる。（当該計画書では、取手市の

人口は、令和22年度90,150人）す

なわち、介護給付費は毎年増加、

人口は毎年減少という将来環境の

なかで、いわゆる「持続可能で質

の高い介護サービス」を維持する

には、財務基盤の確保が必要にな

①1ページ「1計画策定の趣旨」

の項目でお示ししております

が、団塊ジュニア世代が65歳以

上となる令和22年（2040年）に

向け、総人口及び現役世代人口

が減少する中、高齢者人口はほ

ぼ横ばいであるものの、介護ニ

ーズの高まる85歳以上人口が急

速に増加することを踏まえ、中

長期的な介護保険サービスと地

域支援事業の必要な見込み量を

定めるとともに、地域ケアシス

テムの推進、成年後見制度の利

用促進に関する施策について、

計画を位置付けています。

Ｂ



（書式６）

※意見公募は政策等の賛否を問うものではありません。有用な意見を政策等に反映させるため，

る。将来的に、人口減少による収

入（介護保険料）の減少と要介護

認定者の増加による支出（介護保

険サービス）により、今後、収支

赤字も見込まれ、充分な介護保険

サービスの享受が限界を迎える可

能性がある。

２ P51

地域介護

予防活動

支援事業

②このような状態が危惧されるな

か、要介護認定者を増加させない

対応が必要ではないかと思われ

る。既に取手市では、介護予防事

業が、住民による住民へのボラン

ティア活動として定着しており、

このような活動をより広範囲に拡

大発展していく必要があるのでは

と考えられる。これらの体操に、

今以上の多くの高齢者を市内全域

で参加させることにより、要介護

認定者を少なくさせる、あるい

は、要介護になる時期を出来るだ

け遅らせることが出来る。事実、

「つくば大学」の研究では、シル

バーリハビリ体操への参加人数が

多くなれば、要介護認定者が減少

するという事が「利根町」の事例

で、科学的証明されている。住民

によるボランティア事業であるこ

とから、少ない資金援助で大きな

効果が得られる。介護給付費用7,7

98百万円（令和5年度）より極めて

少ない投資額で済むはずである。

要介護認定者での介護サービスと

同時に、要介護認定者にならない

ための予防事業にこれまで以上に

目を向けるべきかと思われる。ボ

ランティア団体が自ら率先して体

操の普及・宣伝活動を行うこと

で、取手市の第1～第5圏域の集会

所・公民館等で数多く、きめ細か

く体操教室が実施されることで、

行政にとっても、人的資源の節約

になり、メリットが大きいはずで

ある。

②41ページでお示しのとおり、

「介護予防・健康づくりと生涯

活躍の場づくりの推進」を本計

画の基本目標の1つとし、高齢者

の健康づくりの推進、介護予防

とフレイル対策、高齢者の生き

がいづくりの推進の施策を展開

し、高齢者の健康維持のための

運動や就労、生涯学習活動を通

じた社会参加による生きがいづ

くりを推進していきます。

Ｂ
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意見の内容に着目し，これを考慮した市（実施機関）の考え方を掲載しています
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匿名等によって提出された意見

番号 意見


